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　(一財)不動産適正取引推進機構は、令和４年度「宅地建物取引士資格試験」の合格者を１１月

２２日（火）に発表しました。

　受験者数は、全国で２２万６，０４８名（うち、登録講習修了者は、５万２，８５１名）で受

験率は７９．６％（うち、登録講習修了者は、８８．９％）でした。

　合否判定基準は、５０問中３６問以上正解した者（登録講習修了者は４５問中３１問以上正解

した者）とされ、合格率は１７．０％（うち、登録講習修了者は、１７．３％）、合格者数は３万８，

５２５名（うち、登録講習修了者は、８，１５１名）でした。

令和４年度宅地建物取引士資格試験実施結果

　合格者の概要は、男性が２万４，５３５名(合
格率１６．６％ )、女性が１万３，９９０名(合
格率１７．９％ )で、岐阜県の合格者数は、３
９２名（合格率１７．８％）でした。
＜正解番号＞
問１③　問２③　問３④　問４①　問５②
問６③　問７④　問８③　問９①　問10②
問11③　問12①　問13①　問14②　問15③
問16②　問17③　問18③　問19④　問20①
問21④　問22③　問23③　問24②　問25②

問26②　問27①　問28①　問29③　問30③
問31①　問32①　問33②　問34④　問35④
問36①　問37②　問38④　問39④　問40②
問41②　問42②　問43②　問44④　問45③
問46①　問47④　問48(正解なし)
問49②　問50④
※　問48については、データ改訂に伴い、
正解肢のない問題であることが判明した
ため、全ての解答を正解として扱う。
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令和４年度「宅地建物取引士資格試験」合格発表
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●新設住宅着工戸数の推移（月別。 ▲はマイナス）

9 1110 2 43112 6 75 98
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　着工戸数の季節調整済年率換算値は、同5.1

％減の85万7千戸となり、先月の増加から再

び減少となりました。

　持ち家では、民間資金分が同13.5％減の2

万150戸と9カ月連続の減少、公的資金分でも

同11.7％減の2,098戸と11カ月連続の減少と

なったため、全体でも減少となりました。

　貸家では、公的資金分が同15.4％減の

1,718戸と4カ月ぶりの減少となったものの、

民間資金分が同10.0％増の2万8,837戸と3カ

月連続の増加となったため、全体でも増加と

なりました。

　分譲住宅では、マンションが同15.7％増の

8,386戸と2カ月連続の増加、戸建て住宅でも

同6.8％増の1万2,290戸と17カ月連続の増加

となったため、全体でも増加となりました。

　岐阜県の利用関係別着工戸数をみると、持

ち家が同1.3％増の540戸と4カ月ぶりの増

加、貸家が同16.0％増の268戸と2カ月連続

の増加となったものの、分譲住宅が同30.7％

減の160戸と3カ月ぶりの減少となったため、

岐阜県全体では、同2.9％減の969戸と2カ月

ぶりの減少となりました。

　三大都市圏をみると、首都圏では、持ち家

が同9.6％減の4,951戸と減少となったもの

の、貸家が同17.1％増の1万1,795戸、分譲

住宅でも同24.1％増の9,265戸と増加となっ

たため、首都圏全体では同12.9％増の2万

6,047戸となりました。

　中部圏では、貸家が同10.5％増の2,825戸

と増加となったものの、持ち家が同9.7％減の

3,226戸、分譲住宅でも同10.0％減の2,059

戸と減少となったため、中部圏全体では同

3.9％減の8,146戸となりました。

　近畿圏では、貸家が同6.8％増の5,318戸と

増加となったものの、持ち家が同16.3％減の

2,830戸、分譲住宅でも同2.7％減の3,862戸

と減少となったため、近畿圏全体では同2.8％

減の1万2,090戸となりました。

　建築工法別では、戸建て系商品を中心とす

るプレハブの分譲住宅が同27.7％増の383戸

と増加となったものの、持ち家が同18.8％減

の2,867戸、貸家でも同5.4％減の5,896戸と

減少となったため、全体では、同9.3％減の

9,183戸と4カ月連続の減少となりました。

　2×4では、分譲住宅が同10.4％増の1,001

戸と増加となったものの、持ち家が同14.2％

減の2,570戸、貸家でも同9.7％減の4,801戸

と減少となったため、全体では、同9.1％減の

8,383戸と6カ月連続の減少となりました。

前年同月比（伸び率） 着工戸数

９月新設住宅着工９月新設住宅着工
　国土交通省がまとめた9月の新設住宅着工戸数は、持ち家が前年同月比13.3％減の2万2,248戸

と10カ月連続の減少となったものの、貸家が同8.1％増の3万555戸と19カ月連続の増加、分譲

住宅でも同10.1％増の2万766戸と2カ月連続の増加となったため、9月の新設住宅着工戸数全体

では、同1.0％増の7万3,920戸と2カ月連続の増加となったものの、着工床面積では、同2.8％減

の584万4千㎡と先月の増加から再び減少となりました。
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　平成１８年度以前に旧住宅金融公庫にて融資を受け建設された賃貸住宅については、返済期間

中に入居者との間で締結する賃貸借契約の内容に制限事項が定められています。

　しかしながら、昨年会計検査院より当該賃貸住宅において、入居者との賃貸借契約に係る制限

事項を設けているにもかかわらず、敷金の過徴収や礼金の受領などの制限事項に違反している物

件がある旨の指摘を受け、これに関して住宅金融支援機構より本件に関する周知依頼がございま

したのでお知らせします。

１．旧住宅金融公庫融資賃貸住宅の制限事項

　　以下の１から４までの制限事項が金銭消費貸借契約で定められています。

１． 家賃は毎月その月分または翌月分の支払いであること

２． 敷金（退去時に返還される保証金を含みます。）を家賃の３か月分（中高層ビル融資、レントハウ

スローンの場合は６か月分（近畿圏の一部地域は９か月分））を超えて受領しないこと

３．礼金、権利金、謝金、更新料（更新事務手数料は除きます。）などの金品を受領しないこと

４．その他入居者にとって不当な負担となることを賃貸の条件としないこと

２．機構の取組及び各社様へのお願い

⑴　機構の取組

　旧住宅金融公庫融資賃貸住宅の借受者であるお客様に対して、令和４年１０月に次の内容

等を記載した文書を送付しております。

①　入居者との賃貸借契約に係る制限事項を遵守していただく必要があること。

②　制限事項の遵守状況を確認するため、今後、機構がお客様と全ての入居者との賃貸借契

約書の内容を確認する場合があること

⑵　各社様へのお願い

　各社様が入居者の募集や物件管理を受託されている場合、その受託内容に応じ、次のとお

りお願いすることがありますので、ご協力をお願いいたします。

①　賃貸借契約締結に当たって、制限事項にご留意ください。

②　⑴の②の機構による賃貸借契約書の内容確認に際して、賃貸住宅の全ての入居者との賃

貸借契約書の写しを提出していただきます。また、機構が賃貸借契約書の原本を確認する

場合があります。

③　⑴の②の確認の結果、制限事項への違反が確認された場合、必要な是正を行っていただ

く必要があります。

※　お客様が入居者との賃貸借契約に係る制限事項を遵守されない場合は、旧住宅金融公庫法

の罰則の定めにより、重大な法令違反になります。また、賃貸借契約の内容確認や違反の是

正に応じない場合などは、お客様との契約にもとづき、お客様に融資金を繰上返済していた

だく場合があります。

旧住宅金融公庫融資賃貸住宅の賃貸借契約に係る制限
事項についてのお知らせ

infomation インフォメーション
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〇　制限事項の詳細内容（参考）
１．家賃は毎月その月分または翌月分の支払いであること
２．敷金（退去時に返還される保証金を含みます。）を家賃の３か月分（中高層ビル融資、レン
トハウスローンの場合は６か月分（近畿圏の一部地域は９か月分））を超えて受領しないこと
３．礼金、権利金、謝金、更新料（更新事務手数料は除きます。）などの金品を受領しないこと
４．その他入居者にとって不当な負担となることを賃貸の条件としないこと（※）
（※）具体的には次のとおりです。

⑴　退去時の敷金返還に際してあらかじめ一定額の敷引きや償却を行うなど、敷金の全部
又は一部を返還しない取り決めがないこと
⑵　入居者が行う設備等の修繕について、入居者の故意又は過失によるもの以外の一切の
負担を義務付けた取り決めがないこと
⑶　退去する際の原状回復について、入居者に自然損耗を含めた一切の負担を義務付けた
取り決めがないこと
⑷　退去する際にハウスクリーニングを義務付けた取り決めがないこと（ただし、特約条
項等に記載し、事前に入居者の同意を得ている場合はこの限りではありません。）
⑸　 解約申入れ期限を解約日の１か月よりも前とした取り決めがないこと
⑹　退去時の鍵交換代を現入居者に負担させる取り決めがないこと
⑺　入退去月の家賃を日割り相当額を超えて支払う取り決めがないこと
⑻　保証金（退去時に返還されるものを除きます。）を支払うという取り決めがないこと
⑼　入居者の勤務先等と単独法人契約を締結しないこと（ただし、賃借人が法人であって
も、入居者が個人であり、住宅として使用していることが確認できる場合はこの限りで
はありません。なお、中高層ビル融資、レントハウスローンは単独法人契約の締結が可
能です。）
⑽　契約期間の途中で解約した場合に違約金を支払う取り決めがないこと（ただし、１年
未満の解約につき家賃１か月分までの違約金はこの限りではありません。）

◎「登録実務講習（２年以上の実務経験を満たすための講習）」とは
　宅地建物取引士資格試験の合格者が、都道府県知事の資格登録を受けるためには、登録申請時ま
でに宅地建物の取引に関する実務経験が２年以上必要となります。
　実務経験が２年に満たない方は、宅建業法施行規則第１３条の１６第1号に基づき、国土交通大
臣の登録受けた講習実施機関が行う「登録実務講習」を修了することにより「２年以上の実務経験を
有する者と同等以上の能力を有する者」と認められ、宅地建物取引業法第１８条第１項に規定する
宅地建物士資格の登録要件を満たすことができます。
　実務経験のある方の実務経験期間算定等については、試験受験地である都道府県庁の担当窓口に
ご確認ください。

☆「実施機関」等
　国土交通省の登録を受けた「登録実務講習」の実施機関は、令和４年１１月１４日現在、全国で
１９機関ありますが、講習の受講申込期間、実施日時、受講料等はそれぞれの講習実施機関によっ
て異なりますので、各講習実施機関にお問い合わせください。
　なお、講習実施機関の追加、廃止等については、国土交通省ホームページ内「宅地建物取引士の
登録について（https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000251.html）」において
随時お知らせされます。

｢登録実務講習｣実施機関のお知らせ



顧問弁護士
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　今回は、身近な法律相談として「介護休暇」と「介護休業」の制度についてお話しします。
１．介護休暇と介護休業の違いについて
２．両制度の対象労働者及び対象家族等について
３．両制度の取得日数、取得単位について
４．両制度の取得時における賃金、給付金について
１．について
⑴　平成２４年の厚生労働省の調査によれば、介護離職が全国で年間１０万人を超えており、その
うちの５０％以上の人は、就業を望んでいたにも拘らず、介護を理由として離職を余儀なくされ
たとの結果が出ております。労働力を確保するためにも、介護離職の防止が非常に重要になりま
す。介護と仕事を両立する人を支援するための制度として、国が介護休暇と介護休業を設けてい
ます。

⑵　介護休暇は、労働者の権利としていわゆる「育児、介護休業法」で定められた短期間の休みが
欲しい時に使う制度であります。

⑶　これに対して、介護休業は介護休暇と同様に、「育児、介護休業法」によって定められた制度
であり、長期間にわたって休暇を取得することができる制度です。

２．について
⑴　介護休暇を取得できるのは、雇用期間が半年以上であり、要介護状態の対象家族（事実婚を含
む配偶者、実父母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫）を介護する男女の労働者です。
正社員をはじめ、アルバイトやパート、派遣社員や契約社員も含まれます。但し、適応外となる
のは、雇用期間が１年未満、１週間中の労働日数が２日以下、介護休暇申請後３ヶ月以内に雇用
が終了する場合です。

⑵　介護休業は、雇用期間が１年以上であり、要介護状態の対象家族（事実婚を含む配偶者、実父
母、子、配偶者の父母、祖父母、兄弟姉妹、孫）を介護する男女の労働者です。正社員をはじめ、
アルバイトやパート、派遣社員や契約社員も含まれます。但し、適応外となるのは、介護休暇申
請後６ヶ月以内に雇用が終了する場合です。

３．について
⑴　取得日数については、介護休暇では、対象家族が１人の場合は年間５日まで、２人の場合は、
最大で１０日まで取得できます。１日または時間単位での取得が可能あり、１時間単位から取得
できるので数時間だけ会社を抜けたい場合も活用できます。

⑵　介護休業では、要介護状態にある対象家族 1人あたり、通算９３日まで取得可能です。従前、
介護休業の分割取得ができず、通算９３日まで１回のみの活用に限られていました。しかし平成
２９年の法改正によって最大３回まで分割して取得することが可能になりました。

４．について
⑴　介護休暇中の賃金については法的な定めはなく原則的には無給です。会社が就業規則によって
有給とすることも可能です。　

⑵　そこで、介護休暇としてではなく、有給休暇として処理をしたほうが金銭的に得になります。
介護休暇を申し出る際に給与支給の有無を確認しておくことが肝要です。

⑶　介護休業については、介護休暇と同様に無給であることが多いですが、介護休業給付金制度が
あり、条件を満たすことで雇用保険から介護休業給付金が支給されます（概ね給与の６７％程度）。
条件については、契約期間の定めがない労働者であれば介護休業を開始した日の前の２年間に、
雇用保険に加入している期間が１２カ月以上あれば、基本的には支給されます。契約期間の定め
がある労働者の場合は、前述の条件に加えて、介護休業の開始時点において同一の事業主の下で
１年以上雇用されている、介護休業開始予定日から９３日を経過する日から６か月を経過する日
までに労働契約が終わることがあきらかではない、つまり安定的に雇用されており、復帰後も継
続して就労することが前提条件になっています。

以上

（公社）岐阜県宅地建物取引業協会

畑 　 良 平

身近な法律相談
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不動産取引
判例集

不動産取引
判例集

不動産取引
判例集

判例集

【事案の概要】　　　

　平成28年７月、買主Ｙ（本訴被告　反訴原告　宅建業者）は、媒介業者Ⅹ（本訴原告　反訴被告

　宅建業者）から、本件土地を購入する話を持ちかけられたが、本件土地は、建築基準法42条２

項道路に接道しているため、道路中心線から２メートルの位置まで敷地を後退させること（セット

バック）を要し、がけ地となっている部分の擁壁を取り壊し、新たに擁壁を築造する工事費用がか

かることから購入を断った。すると、Ⅹは、本件擁壁を取り壊す必要がないことを区役所で確認し

たと説明し、Ｙは、これを受けて購入する意向を示した。

　その後、ⅩがＹに送付した契約書案及び重要事項説明書案には、「セットバックに合わせて新たに

擁壁を造り替える必要があり、その費用は買主負担とする」旨の記載があったため、Ｙがこれでは

購入できないと伝えたところ、Ⅹは、売主側の了解を得て、同条項を削除した契約書及び重要事項

説明書を作成した。

　平成28年８月、Ｙは、Ⅹの媒介にて、売主から本件土地を7300万円で買い受け、手付金100万円

を支払い、同日、ＹとⅩの間で、報酬額を税込243万円（支払時期は本件売買の残金決裁日）と定めて、

一般媒介契約を締結した。

　契約締結後、Ｙは、一抹の不安を覚え、一級建築士Ａに依頼して調査させたところ、擁壁を取り

壊して新たに築造する必要があることが判明した。

　平成28年10月、Ｙは、売主及びⅩに対し、本件売買を白紙解約する旨通知したが、その後、弁

護士により、一方的に白紙解約することは困難との助言を受け、同月末、やむなく本件売買の残代

金を支払い、決済を完了した。

　Ⅹは、Ｙから媒介契約に基づく報酬の支払を拒絶されたことから、報酬の支払を求めて本件訴訟

を提起した。これに対し、Ｙは、Ⅹから、擁壁の取壊しを要しないという事実と異なる説明を受けて

買い受けた結果、擁壁工事に関する費用相当額の損害を被ったなどとして、媒介契約上の債務不履

行又は不法行為に基づき、1333万円余の支払を求める反訴を提起した。

【判決の要旨】

　裁判所は、次の通り判示し、ⅩのＹに対する請求を棄却し、ＹのⅩに対する請求を一部認容した。

（原告の債務不履行の成否）

⑴　Ⅹは、本件土地について、セットバックに伴い本件擁壁を取り壊して新たに擁壁を築造する

必要があることは、建築基準法によるものであり、不動産業者として、騙されることはあり得

ないと主張する。しかし、証人Ａの証言によれば、本件擁壁のようながけ地の場合、セットバッ

クについて建築基準法42条２項ただし書が適用される余地も否定できないことから、区役所

との間で、擁壁を取り壊すか否かについて事前協議が行われること自体はあり得ると認められ

るのであり、Ｙにおいて、Ⅹが区役所で本件擁壁を取り壊す必要がないことを確認したという説

明を信じたとしても不自然とまではいえない。

⑵　Ⅹは、当初の契約書案及び重要事項説明書案にも、本件擁壁条項が設けられていたところ、

本件擁壁の取壊しを要するのは建築基準法によるものであり、売主の判断でこれを不要にでき

る問題ではないのであるから、Ｙも本擁壁工事が必要となることを当然認識していたと主張す

る。しかし、Ｙが、同条項があるのであれば本件売買には応じられない旨をⅩに伝えたところ、

売主側も異議なく同条項の削除に応じたことから、Ｙとしては、Ⅹが本件擁壁の取壊しは不要で

あることを区役所に確認したという説明を疑うことなく本件売買の契約締結に至ったとしても

不自然とまではいえない。

⑶　Ⅹは、本件擁壁について区役所に確認した事実と異なる説明を行い、誤認させて、Ｙに本件

土地を買い受けさせたのであるから、Ｙに対し、媒介契約上の債務不履行責任を負うと解する

のが相当であり、Ｙが被った損害を賠償する責任を負う。

（被告の損害）

　本件更地価格は、路線価を市場価格に修正することにより算出すると、約8635万円であるとこ

ろ、同額から旧建物の撤去費用195万円及び擁壁工事費用1414万円余を控除することにより、本

件売買条件による適正価格は7025万円余と算出される。Ｙは、本件土地を7300万円で購入したの

であるから、差額に相当する274万円余を損害額と認める。

（報酬請求権の成否）

　Ｙは、当初から、本件擁壁工事に多大な費用を負担しなければならないのであれば、本件土地を

購入しない旨を示していたところ、Ⅹの説明により誤認した結果、本件土地を購入して損害を被っ

たものである。Ｙは、Ⅹとの間で本件媒介契約を締結し、その媒介業務により本件売買の成立に至っ

たとしても、Ⅹの当該業務の瑕疵により、同契約の目的を達成することができなかったと認められ

るから、Ⅹは、Ｙに対して、同契約の報酬を請求することはできない。

　土地売買の媒介をした宅建業者が、買主業者に媒介報酬の支払
を求め、一方、買主業者が、既存擁壁を取り壊す必要がないとす
る誤った説明により損害を受けたとして反訴した事案において、
媒介業者の報酬請求は棄却され、買主業者に生じた損害額が認め
られた事例

（東京地裁 平成30年９月27日判決 一部認容）
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⑵　Ⅹは、当初の契約書案及び重要事項説明書案にも、本件擁壁条項が設けられていたところ、

本件擁壁の取壊しを要するのは建築基準法によるものであり、売主の判断でこれを不要にでき

る問題ではないのであるから、Ｙも本擁壁工事が必要となることを当然認識していたと主張す

る。しかし、Ｙが、同条項があるのであれば本件売買には応じられない旨をⅩに伝えたところ、

売主側も異議なく同条項の削除に応じたことから、Ｙとしては、Ⅹが本件擁壁の取壊しは不要で

あることを区役所に確認したという説明を疑うことなく本件売買の契約締結に至ったとしても

不自然とまではいえない。

⑶　Ⅹは、本件擁壁について区役所に確認した事実と異なる説明を行い、誤認させて、Ｙに本件

土地を買い受けさせたのであるから、Ｙに対し、媒介契約上の債務不履行責任を負うと解する

のが相当であり、Ｙが被った損害を賠償する責任を負う。

（被告の損害）

　本件更地価格は、路線価を市場価格に修正することにより算出すると、約8635万円であるとこ

ろ、同額から旧建物の撤去費用195万円及び擁壁工事費用1414万円余を控除することにより、本

件売買条件による適正価格は7025万円余と算出される。Ｙは、本件土地を7300万円で購入したの

であるから、差額に相当する274万円余を損害額と認める。

（報酬請求権の成否）

　Ｙは、当初から、本件擁壁工事に多大な費用を負担しなければならないのであれば、本件土地を

購入しない旨を示していたところ、Ⅹの説明により誤認した結果、本件土地を購入して損害を被っ

たものである。Ｙは、Ⅹとの間で本件媒介契約を締結し、その媒介業務により本件売買の成立に至っ

たとしても、Ⅹの当該業務の瑕疵により、同契約の目的を達成することができなかったと認められ

るから、Ⅹは、Ｙに対して、同契約の報酬を請求することはできない。

【まとめ】

免許更新の手続きはお早めに！！

　免許更新の手続きは、有効期間満了日の９０日前から３０日前までの間に申請して下さい。
　免許更新手続きを忘れて免許が失効しますと、宅建業を営むことができなくなりますのでご
注意ください。

（一財）不動産適正取引推進機構「RETIO」より抜粋

　媒介業者が買主に対して、虚偽の事実を告げて誤認させ購入させる行為は、言うまでもない

が、宅建業法47条に抵触するとともに、本事案のように媒介報酬の請求ができず、買主に生

じた損害を賠償しなければならないことになるのであり、厳に慎むべきである。

　媒介業者は、信義則に従い、調査した事実を正確に伝えることが不可欠であることを再認識

させる事案である。

本部事務局・支部事務所の年末年始業務のお知らせ

１２月２８日（水）　仕事納め（午前）

１２月２９日（木）～１月４日（水）休日

　１月　５日（木）　仕事始め（午前）
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き動の
会協

１１月８日
 ・第６回法定講習会
 ・全宅連・全宅保証合同正副会長会議、ハト
マーク支援機構第１５回定時評議員会
　東京：山本会長出席
１１月１０日
 ・第２回県下統一研修会（西濃地域）
１１月１４日
 ・第２回県下統一研修会（飛騨地域）
１１月１５日
 ・宅建ぎふＶｏｌ．５５１発行
１１月１７日
 ・弁護士相談
１１月２１日
 ・第２回県下統一研修会（岐阜地域）
 ・(公社)中部圏不動産流通機構監査会・正副会
長・委員長合同会議
　名古屋市：瀬上常務理事出席

１１月２２日
 ・第２回県下統一研修会（中濃地域）
１１月２４日
 ・中間監査会
１１月２５日
 ・第７回法定講習会
１１月２８日
 ・第３回総務・財務合同委員会
 ・全宅連・全宅保証第４回理事会
　山本会長出席
１１月２９日
 ・第２回県下統一研修会（東濃地域）
１１月３０日
 ・東海公取協ポータルサイト広告適正化部
会との意見交換会

　土屋常務理事出席
 ・第３回住生活月間啓発イベント準備会議
　岐阜市：大橋事務局長出席

岐阜中支部
１１月２２日
　巡回相談(岐阜市役所)
１１月２９日
　第１回役員・地区委員合同
会議

岐阜南支部
１１月１日
　巡回相談(岐阜市役所)
１１月２日
　巡回相談（各務原市役所）
１１月７日
　入会審査会
１１月９日
　中間監査会
１１月１４日

　入会審査会
１１月１５日
　第３回広報情報提供委員　
会　
１１月１６日
　巡回相談(羽島市役所)
１１月１７日
　入会審査会
１１月１８日
　第４回正副支部長会議
１１月２１日
　第２回人材育成委員会
１１月２８日
　第４回幹事会

岐阜北支部
１１月４日

　第５回入会審査会
１１月８日
　巡回相談(岐阜市役所)
１１月１１日
　第５回幹事会
１１月１５日
　第３回移動無料相談会
　(岐阜市西部コミュニティ
センター、山県市役所、瑞穂
市総合センター、本巣市役
所糸貫分庁舎)

西濃支部
１１月４日
　巡回相談(大野町役場)
１１月５日
　巡回相談(ハートピア安八)

支 部 だ よ り
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会•員
•の•異•動

免 許 番 号

免許年月日
商号又は名称 専任の宅建取引士 事 務 所 所 在 地電 話 番 号

ＦＡＸ番号
代　表　者

（政令使用人） 〒

入　会　者（会員名簿に貼付けしてご利用頂けます。）

【岐阜北支部】

渡 邉 翔 馬⑴　5239
 4.11. 7

㈱ い い な 不 動 産 新　木　祐梨香 岐阜市中屋西25058-257-2001
058-257-2383

501-
2532

【中濃支部】

飯 田 敬 二⑴　5234
 4.10. 5

サ ン キ ホ ー ム ㈲ 飯 田 和 也 可児市広見2363-60574-61-2270
0574-61-5431

509-
0214

山 田 倬 朗⑴　5237
 4.10.24

山 田 不 動 産 研 究 所 山 田 倬 朗 各務原市緑苑南2-23058-385-4261
058-385-4581

509-
0115

【岐阜南支部】

フ ァ ミ リ ー ラ イ フ 田 家

令 和 不 動 産 ㈱

田 家 正 巳

矢 嶋 保 代

岐阜南

中　濃

各務原市那加桜町2-4-2

加茂郡川辺町中川辺62-2

死　　亡

廃　　業

24

64

支　部 商　　　　　号 代　表　者 頁備考事務所所在地

退　会　者

支　部 商　　　　　号 変更事項 頁
変　　更　　内　　容

旧 新

専任取引士

専任取引士

専任取引士

専任取引士

岐阜中

岐阜中

岐阜中

岐阜南

林大介

角田祐成

嶺川眞人

田中誉人

 

前田悠佑

板津周二

9

10

11

17

ぎ ふ 農 業 協 同 組 合

大 和 ハ ウ ス 工 業 ㈱
岐阜支社

㈱ ニ ッ シ ョ ー
岐阜支店

タ マ ホ ー ム ㈱
土地買取センター岐阜店

変更事項（１１月）

１１月１２日
　巡回相談(神戸町中央公民
館)
１１月１６日
　巡回相談(海津市商工会館)
１１月２５日
　巡回相談(垂井町役場)

中濃支部
１１月８日
　巡回相談(関市総合福祉会

館)
１１月１５日
　巡回相談(美濃加茂市生涯
学習センター)
１１月１８日
　第５回幹事会・第１回研修
委員会
　第２回流通委員会

東濃支部
１１月１１日

　巡回相談(土岐・瑞浪・中津
川市役所)

１１月１８日
　巡回相談(多治見・恵那市役
所)

飛騨支部
１１月９日
　役員会

鵜 飼 智 司⑴　5232
 4. 9.16

㈱ ミ ラ イ ズ 不 動 産 矢 野 由 香 各務原市那加浜見町1-89
-1　コーポ浜見101

058-380-5220
058-380-5221

504-
0034（矢 野 由 香）
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専任取引士

専任取引士

専任取引士

専任取引士

専任取引士

代 表 者

専任取引士

専任取引士

代 表 者

岐阜南

岐阜南

岐阜南

岐阜北

中　濃

中　濃

中　濃

飛　騨

内田百香

森山雄生

杉山誠

前田悠佑

長谷川優

矢嶋保代

野村五昭

松原和彦

中島潤哉

各務泰弘

杉山誠

坂井武典

嶺川眞人

松山慎一郎

松山慎一郎

市村孝信

森野喜代司

23

24

25

29

53

56

61

81

大 東 建 託 リ ー シ ン グ ㈱
岐阜東店

㈱ パ ナ ホ ー ム 愛 岐

㈱ ニ ッ シ ョ ー
　岐阜南支店

㈱ ニ ッ シ ョ ー
　岐阜北支店

㈱ ニ ッ シ ョ ー
　関支店

グ ロ ー バ ル 不 動 産 ㈱

原 建 販 ㈱

㈱ランド・アンド・ホーム

※　頁の欄は、「令和４・５年度会員名簿」の掲載ページです。

商       号 代表者支　部 逝 去 者 続柄 逝去年月日

「訃　報」
謹んで哀悼の意を表し、ご冥福をお祈りします。

山 和 不 動 産 ㈱ 瀬上　和雄瀬上　直樹 父 令和４年11月10日飛　騨



12



13



安心・安全な不動産取引をサポートする
不動産の総合情報サイト

“ハトマークサイト岐阜”
https://www.gi fu-takken.or. jp

令和4年11月30日現在
所属会員　1,142名

発　行　所

岐阜市六条南二丁目５番３号（岐阜県不動産会館）
公益社団法人
公益社団法人

岐 阜 県 宅 地 建 物 取 引 業 協 会
全国宅地建物取引業保証協会岐阜本部

電話　058（275）1551　ＦＡＸ　058（274）8833

（発行人）
　　
（編集責任者）
会長・本部長　　山　本　武　久

情報提供委員長　　臼　井　博　幸

　ハトマークは、私達がこれから目指していくべき姿の象徴です。2羽の鳩は会
員とユーザーの信頼と繁栄を意味しています。
　また、使用されている色については、赤色は「太陽」を、緑色は「大地」を、
そして白色は「取引の公正」を表しています。
　マークの上にある“ＲＥＡＬ　ＰＡＲＴＮＥＲ” は、会員とユーザーが“ＲＥ
ＡＬ　ＰＡＲＴＮＥＲ” となり、「信頼の絆」が育まれるようにとの願いをシン
ボルマークに込めたものです。

不動産に関するご相談は、不動産無料相談所へ

岐阜中 支 部

岐 阜 南 支 部

岐 阜 北 支 部

西 濃 支 部

中 濃 支 部

東 濃 支 部

飛 騨 支 部

岐阜市金園町５－２６－５ 058-248-6691

羽島郡岐南町下印食３－４７ 058-274-8899

岐阜市福光東１－２５－１
　白木ビル２Ｆ
大垣市住吉町５－１１
　オノデン住吉ビル２Ｆ
美濃加茂市太田本町１－１－２０
　美濃加茂商工会館１Ｆ
土岐市泉梅ノ木町２－９－２
　陶都信用農業協同組合　泉梅ノ木支店２Ｆ

058-295-1982

0584-73-2300

0574-23-1800

0572-55-7218

高山市昭和町２－31－19 0577-36-1396

支 部 名 電 話 番 号所 　 在 　 地

　本会では、本部、各支部事務所に不動産無料相談所を設置し、不動産取引に関するご相談、ご質問
にお応えしています。

　来館による相談は事前に電話でご予約ください。
岐阜市六条南２－５－３　岐阜県不動産会館
058－275－1551
毎週月曜日～金曜日（祝日、本会の指定する日を除く。）
　午前 10：00～12：00　午後１：00～４：00
事前に電話でご予約ください。
　毎月第３木曜日　午後１：30～４：00（予約制）

　事前に電話でご予約ください。
毎週月曜日～金曜日（祝日、本会の指定する日を除く。）
　午前 10：30～12：00　午後１：00～３：30

【本部無料相談所】
所　在　地
電 話 番 号
実 施 日 時

弁護士相談

【支部無料相談所】
実 施 日 時


